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終戦記念日

滅却承認について

保税地域にある貨物を滅却する場合、あらかじめ税関
長の承認を受ける必要があります。

滅却とは、焼却や粉砕等により貨物の形態や価値をなく
すことです。

インターネットでの情報提供はこちらのQRコードから
※開いたページの中段【分野を選択】の欄で
「密輸に関する情報について」をお選び下さい。
よろしくお願いいたします。

・保税蔵置場にある貨物が著しく腐敗したため、本来の用途と
して使えないと認められる場合。

・貨物が国内消費の需要に適合しなくなり、かつ、これを外国
に積み戻すと多大な損失を来たすと認められる場合。

どのような場合に滅却が認められるのか？
（関税法基本通達４５－２（２））

敬老の日 秋分の日国民の休日

山の日

海の日

関税法 第６３条 第１項

外国貨物は税関長に申告し、その承認を受けて、
開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第３０条
（他所蔵置の許可を受けた場所）の規定により税関
長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運
送することができる。

保税運送について

保税運送は、関税法で申告が必要と定められて
います。貨物の保税運送承認がなされているか、
貨物の運送期間内であるか、運送場所は正しい
か等、今一度、ご確認を宜しくお願い致します。

保税に関するご相談は…
沖縄地区税関 貨物取締部門

TEL：098-862-8251

保税運送

←インターネットでの情報提供はこちらから
※開いたページの中段
「密輸に関する情報提供はこちら」をお選び下さい。
よろしくお願いいたします。

税関ＨＰもご活用下さい

動画はこちらから

☞

税関HPに掲載のPR動画も

ご覧下さい 

税関ＨＰでは、法令等の改正や輸出入手続きに関
すること等、多数の情報を掲載しています。
ぜひ一度ご覧ください！！

旧盆旧盆
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